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② ２０１２年から２０１７年の間に美術館を運営する一般財団法人（創業家ファミリ

ー企業）に対して当社が行った寄付に関し、寄付金が美術品や不動産の売買を通じ

て一部の創業家ファミリー企業に流れ、当社からの借入れの返済に使われるなどし

ていた事案（寄付事案） 

 

４．訴訟の一部取下げの理由 

   本件訴訟の担保解除事案（上記３.の① 請求部分６億円）に係る 1社を含む創業家

ファミリー企業に対する融資を全額回収し、当該事案に係る損害の賠償が実質的に行

われたため、当社は、監査等委員会の決議に基づき、訴訟の一部取下げをいたしまし

た。（別紙参照） 

 

５．今後の見通し 

  本件訴訟の一部取下げによる当社の２０２０年３月期連結及び個別業績予想への影

響はありません。 

 

創業家ファミリー企業に係る与信管理の問題に関して、本件訴訟の寄付事案（上記

３.の②）については、引き続き旧各取締役の損害賠償責任を追及していく所存であり

ます。また、シェアハウスその他の収益不動産に係る融資問題についても、２０１８

年１１月１２日付け「シェアハウスその他の収益不動産に係る融資問題に関する当社

現旧取締役及び旧執行役員に対する損害賠償請求訴訟の提起等に関するお知らせ」に

て公表しましたとおり、旧各取締役及び旧執行役員の損害賠償責任を引き続き追及し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 

 

請求原因ごとの請求金額とその内訳      

               

（２０１８年１２月２７日訴訟提起時）                     

請求原因 

相手方 

旧取締役 

担保解除事案  

６億円 

寄付事案（第１回～第６回）

２４億円 

寄付事案（第７回、第８回）  

２億４４０１万６３９２円  

全事案（請求総額）  

３２億４４０１万６３９２円 

岡野光喜 ３億円 ７億５５９８万３６０８円 ２億４４０１万６３９２円 １３億円 

故・岡野喜之助 ６億円 ２４億円 なし ３０億円 

白井稔彦 ５千万円 １億１３３９万７５４０円 ３６６０万２４６０円 ２億円 

望月和也 ５千万円 １億１３３９万７５４０円 ３６６０万２４６０円 ２億円  

八木健 ３千万円 なし なし ３千万円 

 

（２０２０年２月２８日本件訴訟の一部取下げ後） 

請求原因 

相手方 

旧取締役 

担保解除事案  

   ― 

寄付事案（第１回～第６回）

２４億円 

寄付事案（第７回、第８回）  

２億４４０１万６３９２円  

全事案（請求総額）  

２６億４４０１万６３９２円 

岡野光喜    ― ７億５５９８万３６０８円 ２億４４０１万６３９２円 １０億円 

故・岡野喜之助    ― ２４億円 なし ２４億円 

白井稔彦    ― １億１３３９万７５４０円 ３６６０万２４６０円 １億５０００万円 

望月和也    ― １億１３３９万７５４０円 ３６６０万２４６０円 １億５０００万円 

八木健    ― なし なし なし 

 

 


